
薬
師
寺
僧
形
八
幡
三
神
像
の
成
立
事
情
に
つ
い
て

近
藤
将
人
（
博
士
課
程
前
期
課
程
〔
美
学
美
術
史
学
〕
）

概
要本

論
文
は
薬
師
寺
僧
形
八
幡
三
神
像
の
成
立
事
構
に
つ
い
て
新
解
釈
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

薬
師
寺
僧
形
八
幡
三
神
像
は
九
世
紀
に
遡
る
最
初
期
の
神
像
彫
刻
で
あ
り
、
日
本
史
の
教
科
書
に
も

掲
載
さ
れ
る
な
ど
そ
の
知
名
度
は
高
い
。
し
か
し
、
本
像
を
主
た
る
対
象
と
し
て
扱
っ
た
研
究
は
皆

無
と
一
一
出
回
っ
て
よ
く
、
あ
っ
た
と
し
て
も
作
品
紹
介
の
域
を
出
な
い
も
の
や
、
論
証
が
足
り
ず
推
、
測
の

範
瞬
に
収
ま
る
も
の
が
多
い
。
そ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
論
文
で
は
前
述
の
点
に
つ
い

て
、
問
時
代
の
仏
教
彫
刻
と
の
比
較
だ
け
で
な
く
、
薬
師
寺
に
伝
わ
る
史
料
や
官
撰
史
書
の
記
録
か

ら
総
合
的
に
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
薬
師
寺
僧
形
八
幡
一
一
一
神
像
が
鎮
護
国
家
機
運
の
高
ま
り
の
中

で
、
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
に
宇
多
天
皇
を
主
体
者
と
し
て
造
像
さ
れ
た
と
い
う
新
解
釈
を
提
示
す

る
に
烹
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
薬
師
寺
僧
形
八
幡
三
神
像
の
制
作
年
代
、
造
像
の
歴
史
的
意
義
や
主

体
者
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
彫
刻
史
上
の
位
寵
付
け
は
よ
り
明
確
な
も
の
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

は
じ
め
に

薬
師
寺
の
鎮
守
・
休
ヶ
岡
八
幡
宮
の
神
体
で
あ
る
舘
形
八
幡
三
神
像
（
現
在
は
奈
良
国

立
博
物
館
に
寄
託
）
は
、
主
神
僧
形
八
幡
神
像
の
両
脇
に
神
功
皇
后
、
仲
津
姫
命
の
二
女

神
像
を
配
す
る
三
神
形
式
で
表
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
カ
ヤ
ら
し
き
一
木
造
で
、
か
つ
て
は

同
一
材
で
の
制
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
近
年
奈
良
国
立
博
物
館
の
鵠
査
に
よ

っ
て
加
材
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
九
主
神
の
八
幡
神
は
剃
髪
し
て
法
衣
を
着
け

た
僧
形
に
表
さ
れ
、
右
手
を
膝
に
伏
せ
、
左
手
は
掌
を
上
に
し
て
膝
上
に
構
え
る
。
彩
色

は
白
下
地
に
、
頭
部
は
緑
青
、
肉
身
部
は
肌
色
と
し
、
盾
・
上
験
・
報
に
墨
を
差
し
、
炭
ロ

に
は
朱
を
加
え
る
。
目
尻
の
や
や
吊
り
あ
が
っ
た
眼
、
小
、
ふ
り
な
鼻
と
口
で
表
さ
れ
た
丸

み
の
あ
る
面
貌
が
特
徴
的
で
あ
芯
。
神
功
皇
后
像
は
俗
体
の
女
神
像
で
あ
り
左
膝
を
立
て

て
坐
す
。
撃
を
結
い
髪
は
左
右
後
方
に
分
け
て
垂
ら
し
、
髪
は
木
肌
に
じ
か
に
墨
色
を
塗

り
、
肉
身
部
は
自
土
地
仕
上
げ
と
す
る
。
眉
・
上
験
の
線
・
眼
に
は
題
、
眼
の
周
り
と
下

験
の
線
、
唇
に
は
朱
を
葉
す
。
衣
は
自
土
地
に
朱
と
緑
青
、
背
子
は
蘇
芳
地
に
四
ツ
自
菱

の
周
辺
に
花
弁
を
配
す
る
大
型
の
文
操
を
置
く
。
指
は
白
土
地
に
縁
青
彩
を
施
し
、
襟
先

に
の
ぞ
く
衣
に
は
朱
彩
を
施
す
。
ま
た
、
胸
元
か
ら
在
右
に
長
く
垂
れ
た
紐
は
、
白
土
地

に
菱
形
繋
ぎ
の
枠
の
中
に
宝
相
華
文
を
描
く
。
仲
津
姫
命
像
は
右
膝
を
や
や
浮
か
せ
気
味

に
し
て
神
功
皇
后
と
左
右
相
称
の
形
姿
を
と
る
が
、
髪
形
や
服
制
は
共
通
し
て
い
る
。
し

か
し
、
頭
頂
部
や
裾
先
に
別
材
を
用
い
る
点
や
、
腰
紐
の
端
な
ど
を
乾
漆
で
盛
り
上
げ
る

点
が
佑
の
二
像
と
は
異
な
る
。
衣
は
’
日
土
地
朱
彩
に
円
花
文
を
あ
し
ら
い
、
背
子
は
緑
青

彩
に
草
花
文
を
散
ら
し
、
棺
の
裾
を
後
方
に
広
げ
、
一
部
に
蔓
革
文
を
描
い
て
い
る
。
ま

た
、
胸
元
か
ら
垂
れ
た
紐
は
淡
い
蘇
芳
地
に
濃
い
蘇
芳
の
松
葉
文
を
繋
ぎ
、
蝶
の
文
様
を

散
ら
す
な
ど
如
何
に
も
艶
や
か
で
あ
り
、
神
功
皇
活
像
に
比
べ
若
さ
を
強
調
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
一
一
一
銭
と
も
一
尺
程
度
の
小
畿
で
は
あ
る
が
、
頭
体
部
の
充
分
な
奥
行
き

ゃ
、
僧
形
八
幡
神
像
に
顕
著
な
力
強
い
鶴
波
式
衣
文
は
、
平
安
初
期
彫
刻
に
共
通
の
技
法

を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

薬
師
寺
僧
形
八
幡
三
神
像
の
造
像
に
つ
い
て
明
確
に
日
記
し
た
文
献
は
存
症
し
な
い
が
、

そ
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
寛
平
年
間
（
八
八
九

i
八
九
八
）
の
休
ケ
間
八
幡
宮
創
建

期
の
作
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
現
在
で
は
一
般
的
と
な
っ
て
お
り
回
、
説
作
年
代
の
判
明
し

て
い
る
数
少
な
い
増
形
八
橋
三
神
像
の
作
例
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
し
か
し
、
休
ケ
岡
八

幡
宮
の
勧
誘
に
関
す
る
先
行
研
究
は
非
常
に
乏
し
く
、
薬
師
寺
像
に
つ
い
て
も
、
造
像
の

歴
史
的
意
義
や
主
体
者
と
い
っ
た
成
立
事
情
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。

本
論
文
は
、
こ
う
し
た
休
ケ
詞
八
幡
宮
の
勧
請
に
関
す
る
疑
問
を
中
心
に
、
薬
師
寺
に

伝
わ
る
史
料
や
官
撰
史
書
の
記
録
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
薬
師
寺
舘
形
八
幡
一
一
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第
四
二
号

の
高
ま
り
の
中
で
、
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
に
宇
多
天
皇
を
主
体
者
と
し
て

造
録
さ
れ
た
と
い
う
新
解
釈
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
節

休
ヶ
岡
八
幡
宮
の
勧
諸
事
情

体
ヶ
同
八
幡
宮
の
勧
請
に
つ
い
て
は
、
天
、
氷
四
年
（
一
一
一
一
一
一
）
四
月
十
八
日
の
『
石

水
八
播
宮
護
国
寺
牒
』
印
、
室
町
時
代
成
立
の
叫
榊
葉
集
』
品
、
延
宝
八
年
（
工
ハ
八

O
）

成
立
の
吋
薬
師
寺
濫
鵠
私
考
h

印
、
享
保
元
年
（
一
七
二
ハ
）
成
立
の
明
大
和
国
添
下
郡
右

京
薬
師
寺
縁
起
』
由
、
そ
し
て
文
化
四
年
（
一
八

O
七
）
成
立
の
『
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』

な
ど
複
数
の
史
料
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
の
内
容
は
細
部
で
異
な
る
が
、
概
ね
薬
師

寺
別
当
栄
紹
に
よ
る
寛
平
年
中
の
勧
請
を
伝
え
る
。
し
か
し
、
司
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』

だ
け
は
少
々
記
述
が
異
な
り
、

鎮
守
八
幡
宮
三
社
主
三
ア
リ
西
方

楼
門
ニ
間
四
国

宇
多
天
喜
一
。
寛
平
八
年
御
建
立
。
享
禄
天
正
之
兵
乱
に
敗
壊
仕
候
得
共
。
加
修
理
候
。

と
、
鎮
守
八
幡
宮
の
建
立
者
と
し
て
宇
多
天
巣
、
勧
請
時
期
と
し
て
寛
平
八
年
（
八
九
六
）

と
い
う
絶
対
年
代
を
明
記
し
て
い
る
。

休
ケ
岡
八
幡
宮
の
勧
請
年
代
に
つ
い
て
は
、
宮
地
直
一
氏
が
、
「
古
記
・
榊
葉
集
、
共

に
鎌
倉
以
降
の
編
纂
に
な
る
も
の
な
れ
ば
十
分
の
信
用
を
措
き
難
き
も
、
神
体
と
し
て
配

ら
れ
た
る
比
E
八
幡
・
神
功
皇
后
・
仲
津
比
売
の
三
像
は
、
ま
が
ふ
事
な
き
平
安
中
期
の

製
作
に
し
て
、
又
神
功
皇
后
の
服
装
よ
り
論
ず
る
も
、
令
制
よ
り
五
衣
に
い
た
る
過
渡
期

時
代
の
制
度
を
示
す
も
の
た
る
こ
と
疑
な
け
れ
ば
、
随
っ
て
こ
の
社
の
創
立
を
以
て
寛
平

の
頃
に
お
く
こ
れ
ら
の
記
載
は
、
正
確
な
り
と
認
む
る
を
得
べ
し
」
と
指
摘
し
て
以
降
、

歴
史
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
こ
の
見
解
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
∞
。
つ

ま
り
、
僧
形
八
幡
三
神
像
の
様
式
と
い
う
傍
誌
を
用
い
る
こ
と
で
、
寛
平
年
聞
と
い
う
勧

誇
年
代
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
薬
師
寺
像
の
彫
刻
史
的
研
究
が
乏
し
い
の
は
前

述
の
通
り
で
あ
り
、
そ
の
確
実
性
に
不
安
が
残
る
の
も
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
年
こ
う
し
た
休
ケ
間
八
播
宮
の
勧
請
事
構
を
詳
細
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、

逮
日
出
典
氏
の
「
八
幡
神
の
大
安
寺
・
薬
師
寺
へ
の
勧
誇
」
が
発
表
さ
れ
た
由
。
達
氏
は
鎮

守
八
幡
宮
の
勧
請
年
代
に
つ
い
て
、
諸
文
献
中
年
代
を
“
記
し
て
い
る
も
の
が
、
『
榊
葉
集
』

『
薬
師
寺
濫
鱗
私
考
』
司
大
和
圏
添
下
郡
右
京
薬
師
寺
縁
起
』
に
見
え
る
寛
平
年
中
（
八

八
九
｛
）
八
九
八
）
と
、
円
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
に
見
え
る
寛
平
八
年
（
八
九
八
）
の
二

種
類
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
平
年
間
の
勧
請
は
不
動
で
あ
る
と
の
見
解
を
提
示
し
た
。
さ

ら
に
、
十
三
世
紀
末
ご
ろ
の
成
立
と
さ
れ
る
『
薬
師
寺
別
当
次
第
』
か
ら
は
、
栄
紹
の
別

当
在
任
期
が
寛
平
元
年
（
八
五
九
）
と
「
寛
平
十
六
」
年
の
二
倍
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

が
、
こ
の
う
ち
二
度
目
の
栄
紹
の
就
任
年
が
「
寛
平
十
六
」
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
寛

平
が
九
年
ま
で
で
あ
る
こ
と
や
、
福
山
敏
男
氏
、
が
「
寛
平
十
六
」
を
「
寛
平
六
」
の
誤
り

と
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
5
、
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
に
栄
紹
が
別
当
に
再
任
さ
れ
た
と

の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
薬
師
寺
へ
の
八
幡
神
勧
請
が
寛
平
年
間
で
あ

る
こ
と
が
、
栄
紹
の
別
当
世
任
期
間
と
い
う
点
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
『
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
の
「
寛
平
八
年
」
と
い
う
絶
対
年
代
に
つ
い
て
は
、
「
寛
平

年
中
が
不
動
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
範
轄
に
含
ま
れ
る
年
代
で
あ
り
、
し
か
も
当
寺
に
伝

わ
る
古
い
古
記
録
に
基
づ
い
て
吋
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
寛
平
八
年
な
る
年
代
は

大
い
に
尊
重
さ
れ
て
よ
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
の
達
氏
の
優
れ
た
検
証
か
ら
、
休
ケ
岡
八
幡
宮
の
勧
請
年
代
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
明

ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
逮
氏
は
『
薬

師
寺
古
記
録
抜
粋
』
の
「
寛
平
八
年
、
宇
多
天
皇
御
建
立
」
の
記
述
の
う
ち
、
「
寛
平
八

年
」
と
い
う
記
載
に
つ
い
て
は
尊
重
さ
れ
て
よ
い
と
す
る
が
、
「
宇
多
天
皇
御
建
立
」
に

つ
い
て
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
仮
に
「
寛
平
八
年
」
と
い
う
記
載
を
尊
重
す



る
の
で
あ
れ
ば
、
同
時
に
「
宇
多
天
皇
御
建
立
」
も
大
い
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
は
文
化
四
年
（
一
八

O
七
）
と
か
な
り
後
代
の
成
立
で
あ
り
、

十
分
の
信
頼
を
置
き
難
い
の
も
事
実
で
あ
る
が
、
薬
師
寺
に
伝
わ
る
古
記
録
に
基
づ
い
て

記
さ
れ
た
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
点
は
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
一
層
の
考
察

が
必
要
と
さ
れ
る
と
忠
わ
れ
る
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
項
で
は
、
東
寺
鎮
守

八
幡
宮
、
石
清
水
八
幡
宮
と
言
っ
た
初
期
の
八
橋
神
勧
請
の
事
例
を
敢
り
上
、
げ
、
そ
れ
ら

を
烹
権
の
関
与
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
、
吋
薬
師
寺
官
記
録
抜
粋
』
の
「
寛

平
八
年
、
宇
多
天
皇
御
建
立
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

第
二
節
『
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
の
検
討

①
八
幡
宮
建
立
の
主
体
者
に
つ
い
て

『
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
の
「
寛
平
八
年
、
宇
多
天
皇
御
建
立
」
の
記
述
に
つ
い
て
ま

ず
注
目
す
べ
き
は
、
宇
多
天
皇
が
鎮
守
八
幡
宮
を
「
御
建
立
」
し
た
こ
と
で
あ
る
。
薬
師

寺
の
勧
請
を
－
記
し
た
諸
文
献
は
前
項
で
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
円
薬
師
寺
濫
鱒
私
考
』

や
『
大
和
国
添
下
郡
右
京
薬
師
寺
縁
起
』
は
栄
紹
に
よ
る
勧
誇
を
伝
え
る
。
し
か
し
、
あ

く
ま
で
そ
れ
ら
は
、
八
幡
神
を
「
勧
請
」
し
た
と
の
記
述
で
あ
り
、
社
殿
を
「
建
立
」
し

た
と
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
栄
紹
に
よ
る
勧
請
は
、
宇
多
天
泉
に
よ
る
社
殿

の
建
立
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
一
一
口
問
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
他
の
九
世
紀
の

八
播
神
勧
請
の
代
表
的
な
事
慨
を
引
い
て
具
体
的
な
検
証
を
加
え
て
み
た
い
。

九
世
紀
の
八
幡
神
勧
請
の
事
例
で
真
っ
先
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
貞
観
元
年
（
八
五
九
）

の
石
清
水
へ
の
勧
請
で
あ
る
。
こ
の
石
清
水
へ
の
勧
請
に
つ
い
て
は
、
行
教
の
述
作
と
言

わ
れ
る
『
お
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
略
記
』
（
貞
観
五
年
〈
八
六
回
〉
成
立
）
に
一
部
始
終

が
記
さ
れ
て
お
り
、
宇
佐
で
八
幡
神
の
近
都
移
坐
お
よ
び
鎮
護
国
家
の
託
宣
を
受
け
た
行

教
は
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
八
月
二
十
五
日
、
帰
格
途
中
の
山
崎
離
宮
近
辺
の
福
泊
先

に
お
い
て
再
び
、
男
山
を
そ
の
遷
座
の
場
と
す
る
と
の
託
宣
を
得
た
。
そ
こ
で
行
教
は
驚

い
て
夜
中
南
方
に
向
か
い
百
余
遍
八
幡
神
を
札
拝
し
た
と
こ
ろ
、
山
城
田
巽
方
の
山
頭
、
が

3 

薬
師
寺
僧
形
八
幡
三
神
像
の
成
立
事
構
に
つ
い
て

光
照
遍
く
満
ち
輝
い
た
。
行
教
は
翌
朝
早
く
男
山
に
登
り
、
一
ケ
仮
の
社

殿
を
立
て
て
御
神
霊
を
奉
安
し
、
さ
ら
に
こ
の
こ
と
を
奏
上
し
た
と
い
う
。
方
、
清
和

天
皇
も
奏
上
に
先
ん
じ
て
男
山
よ
り
紫
雲
が
立
ち
上
り
玉
城
を
覆
う
と
い
う
夢
を
見
て
、

皇
后
以
下
諸
人
も
同
じ
夢
を
見
た
と
い
う
。
そ
こ
で
同
年
九
月
十
九
日
に
清
和
天
皇
は
男

山
に
勅
使
を
下
し
て
実
検
さ
せ
、
木
工
寮
に
宣
旨
を
下
し
六
宇
宝
鍛
の
材
木
の
支
度
等
を

勘
申
さ
せ
、
寮
権
允
橘
良
基
に
六
宇
宝
殻
（
一
二
宇
正
殿
・
一
一
一
宇
礼
殿
）
を
造
立
さ
せ
、
一
一
一

所
御
排
を
安
置
し
た
と
い
う
。

ま
た
、
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
八
月
十
三
日
条
に
は
、
「
去
貞
観

二
年
、
奉
為
国
家
。
祈
請
大
菩
薩
。
奉
移
此
問
。
」
と
あ
り
、
翌
貞
観
二
年
（
八
六

O
）

一
一
丹
に
行
教
が
国
家
の
奉
為
に
八
幡
大
菩
薩
に
析
誇
し
、
八
幡
神
を
遷
座
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。
つ
ま
り
若
清
水
へ
の
八
幡
神
の
勧
請
は
、
「
八
幡
神
の
奉
安
↓
社
殿
の
建
立
↓
重

ね
て
の
勧
請
」
と
い
う
腰
序
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
自
す
べ
き
は
、
八
幡

神
の
石
清
水
へ
の
勧
請
は
行
教
が
担
っ
た
が
、
そ
の
社
殿
の
建
立
は
清
和
天
皇
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
、
つ
ま
り
、
勧
請
と
社
殿
建
立
の
主
体
者
が
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
八
幡
神
の
勧
誘
に
あ
た
っ
て
社
殿
の
造
営
を
王
権
が
担
っ
た
記
録
は
、
同
じ
く
九

世
紀
の
東
寺
鎮
守
八
幡
宮
に
も
見
ら
れ
る
。

東
寺
鎮
守
八
橋
宮
の
勧
請
に
つ
い
て
は
吋
東
宝
記
h

（
正
平
七
年
〈
一
三
車
二
〉
成
立
）

に
詳
し
く
、
東
寺
草
創
の
時
、
帝
都
鎮
護
の
た
め
に
八
幡
神
勧
請
の
儀
が
あ
っ
た
が
、
そ

の
後
嵯
峨
天
皇
が
薬
子
の
変
に
際
し
空
海
と
密
談
し
、
先
に
祈
願
が
あ
っ
て
、
そ
の
成
就

が
果
た
さ
れ
た
後
に
、
弘
仁
年
中
（
八
一

0
1八
二
四
）
、
空
識
が
八
幡
神
を
震
ね
て
勧

請
し
た
。
そ
の
際
に
、
一
ニ
所
御
体
と
武
内
宿
弥
が
虚
空
に
現
れ
た
た
め
、
初
め
こ
れ
を
紙

形
に
写
し
、
後
に
木
像
に
刻
ん
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、
東
寺
に
お
け
る
八
幡
神
の
勧
請
は

空
海
が
担
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
「
天
巣
為
被
果
遊
御
立
願
、
於
当
寺
令
建
社
壇
、
整
祭

肥
礼
特
典
、
御
八
幡
大
菩
礎
」
と
あ
り
、
嵯
峨
天
皇
が
東
寺
に
八
播
神
を
把
る
社
壇
を
建
立

し
、
そ
の
後
に
空
海
が
八
幡
神
を
重
一
ね
て
勧
請
し
た
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
東
寺
へ
の
八
橋

宮
の
勧
請
に
つ
い
て
も
、
石
清
水
と
同
じ
く
王
権
に
よ
る
社
殿
で
あ
る
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こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の
勧
請
の
順
序
に
つ
い
て
も
、
「
勧

て
の
勧
請
」
と
な
っ
て
お
り
、
若
清
水
の
勧
請
と
非
常
に
類
似
し

て
い
る
点
は
注
告
し
た
い
。

こ
の
よ
う
な
勧
請
と
建
立
の
主
体
者
の
違
い
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
史
料
の
再
検
討
の
結
果
、
東
寺
鎮
守
八
幡
宮
と
石
清
水
八
幡
宮
と

い
う
九
世
紀
の
八
幡
神
勧
請
の
主
要
事
例
に
お
い
て
、
王
権
の
手
に
よ
る
八
幡
宮
の
建
立

が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
つ
ま
り
、
薬
師
寺
鎮
守
八
幡
宮
の
建
立
が
宇
多
天
皇
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
す
る
『
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
の
記
述
は
、
九
世
紀
の
八
幡
神
勧
請

と
い
う
観
点
か
ら
見
て
も
非
常
に
妥
当
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
と
一
一
一
一
問
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
栄
紹
が
八
幡
神
を
重
ね
て
勧
請
す
る
以
前
に
、
八

幡
神
休
息
の
場
で
あ
る
薬
師
寺
の
南
の
丘
に
塔
婆
が
立
て
ら
れ
、
崇
敬
さ
れ
て
い
た
点
で

あ
る
。
鎮
守
八
幡
宮
の
社
殿
建
立
が
宇
多
天
皇
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

勧
詰
の
順
序
は
、
「
八
幡
神
の
奉
安
↓
社
殿
建
立
↓
重
ね
て
の
勧
請
」
で
あ
る
と
推
測
さ

れ
、
こ
れ
は
石
清
水
や
東
寺
の
例
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
薬
師
寺
に
つ

い
て
は
、
社
殿
建
立
と
重
ね
て
の
勧
詰
の
前
後
関
係
が
不
明
で
あ
る
点
に
は
留
意
し
た
い

が
、
東
寺
鎮
守
八
幡
宮
や
石
清
水
八
幡
宮
の
流
れ
を
踏
襲
し
た
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
薬
師
寺
鎮
守
八
幡
宮
の
社
殿
建
立
に
王
権
が
関
与
し
て
い
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
立
証
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
な
ぜ
八

幡
神
勧
請
の
場
と
し
て
薬
師
寺
が
選
択
さ
れ
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
栄
紹
と

八
幡
神
と
の
積
権
的
な
結
び
つ
き
は
文
献
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
薬
師
寺
南
の
庇

で
八
幡
神
の
休
息
が
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
こ
と
を
差
し
引
い
た
と
し
て
も
、
勧
請

の
主
体
者
と
し
て
は
比
一
一
か
心
も
と
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
薬
師
寺
と
宇
多

天
皇
の
関
係
を
示
す
文
献
も
『
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
し
か
存
在
せ
ず
、
宇
多
天
皇
の
薬

師
寺
へ
の
関
与
を
一
本
す
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
項
で
は
宇
多
天
皇
と
薬
師
寺
の
関
係
を
示
す
も
の
と

し
て
、
天
長
七
年
（
八
三

O
）
に
は
じ
ま
る
薬
師
寺
最
勝
会
を
取
り
上
げ
論
じ
る
こ
と
で
、

の
内
容
に
つ
い
て
異
な
る
側
面
か
ら
の
補
強
を
試
み
た
い
。

第
三
節

吋
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
の
検
討

②
宇
多
天
皇
と
最
勝
会

最
勝
会
と
は
、
金
光
明
最
勝
王
経
を
講
説
し
て
教
学
の
興
隆
を
図
る
と
と
も
に
、
国
家

安
穏
と
天
皇
の
無
事
息
災
を
祈
願
す
る
法
会
で
あ
る
。
興
福
寺
の
維
摩
会
・
宮
中
の
御
斎

会
と
並
ぶ
南
京
三
会
の
一
つ
で
あ
り
、
天
長
七
年
（
八
一
一
一

O
）
に
天
武
天
皇
五
世
孫
の
龍

世
王
の
奏
上
を
契
機
と
し
て
始
め
ら
れ
た
え
ま
た
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
僧
網
補

任
の
た
め
の
法
会
と
な
っ
て
以
降
は
、
次
第
に
寺
院
の
権
力
争
い
の
場
と
し
て
の
性
格
を

強
め
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
宇
多
期
の
最
勝
会
に
関
す
る
記
録
に
注
目
す
る
と
、
『
薬
師
寺

最
勝
会
表
白
』
や
『
薬
師
寺
濫
鰭
私
考
』
に
は
寛
平
九
年
〈
八
九
七
）
の
最
勝
会
へ
の
布

施
と
会
料
捕
助
の
記
録
が
見
え
芯
。
こ
の
年
間
取
勝
会
の
講
師
、
読
師
に
布
施
料
と
し
て
生

絹
十
八
疋
、
綿
十
七
屯
、
調
布
三
十
端
が
施
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
最
勝
会
へ
の
布

施
の
記
録
は
司
延
喜
式
』
に
も
見
え
、
講
師
へ
の
布
施
は
内
蔵
寮
呂
、
読
師
へ
の
布
躍
は

皇
太
子
が
作
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
読
師
へ
の
布
施
に
関
し
て
は
例
外
が
あ
り
「
王
氏
中

宮
」
が
い
る
場
合
は
中
宮
が
読
部
へ
の
布
施
を
行
う
と
あ
る
え
で
は
、
こ
の
王
氏
中
宮

と
は
具
体
的
に
は
誰
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。

王
氏
中
宮
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
王
氏
出
身
の
中
宮
で
あ
る
。
ヲ
結
審
式
』
に
よ
れ
ば
、

初
期
の
最
勝
会
は
創
始
者
の
藍
世
壬
を
中
心
と
す
る
王
氏
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
て
い

た
お
。
講
読
蹄
へ
の
帯
施
、
が
始
ま
っ
た
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
に
は
、
薬
師
寺
関
係
行
事
・

政
務
の
執
行
に
お
い
て
源
氏
の
台
頭
が
見
ら
れ
る
が
呂
、
王
氏
中
宮
が
皐
太
子
の
代
わ
り

に
布
施
を
行
っ
て
い
た
事
実
は
、
王
氏
が
依
然
と
し
て
薬
師
寺
に
一
定
の
影
響
力
を
残
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
難
波
謙
一
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
『

寛
平
九
年
（
八
九
七
）
か
ら
、
延
事
式
が
完
成
し
た
延
長
五
年
（
九
二
七
）
ま
で
に
王
氏

中
宮
の
地
位
に
あ
っ
た
人
物
は
、
宇
多
天
皇
一
の
母
親
で
あ
る
班
子
女
王
の
み
で
あ
る
。
以



上
の
点
か
ら
、
最
勝
会
に
宇
多
天
皇
の
間
接
的
な
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
推
定
で
き

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
『
薬
師
寺
濫
鰭
私
考
』
に
は
、
間
じ
く
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
の
俗
別
当
商
三

条
右
大
臣
と
右
大
弁
平
季
長
が
会
料
の
欠
乏
を
奏
聞
し
、
患
勅
に
よ
っ
て
大
和
近
江
両
国

よ
り
各
々
米
六
十
斗
を
施
入
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
思
勅
を
下
し
た
の
が
宇
多
天
皇
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
俗
別
当
西
一
一
一
条
右
大
症
と
は
源
能
有
を
指
す
。
源
能

有
は
宇
多
朝
に
お
け
る
政
界
の
指
導
者
的
存
在
で
あ
り
、
寛
平
の
治
を
実
質
的
に
推
し
進

め
た
人
物
だ
と
替
わ
れ
る
。
そ
の
有
能
さ
は
、
宇
多
天
皇
の
符
宣
上
卿
を
最
多
の
二
十
八

回
務
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。
宇
多
天
皇
の
源
能
有
に
対
す
る
信
任
は
庫
く
、
可
河

海
抄
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
吋
寛
平
御
遺
誠
』
に
は
「
右
大
臣
巳
襲
、
一
一
一
一
向
指
無
験
。
」
と

あ
り
、
能
有
の
死
に
際
し
宇
多
天
皇
、
が
失
意
を
覚
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
お
。

ま
た
、
平
季
長
は
宇
多
天
息
一
・
源
能
有
の
側
近
と
し
て
登
用
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
特

に
寛
平
七
年
（
八
九
五
）
十
二
月
三
誌
に
能
有
が
五
畿
内
諸
問
担
当
と
な
っ
て
か
ら
は
山

城
菌
関
民
苦
使
に
任
じ
ら
れ
、
権
門
の
統
制
お
よ
び
そ
れ
と
対
に
な
る
百
姓
の
保
護
策
を

推
し
進
め
る
な
ど
、
寛
平
の
治
の
実
務
を
握
っ
た
貴
族
官
僚
の
一
人
で
あ
っ
た
。
明
寛
平

御
遺
誠
』
に
は
「
深
熟
公
事
」
と
あ
り
、
宇
多
天
皇
が
季
長
を
公
務
に
精
通
し
た
人
物
と

称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
信
頼
の
様
子
が
伺
え
る
。

つ
ま
り
、
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
に
行
わ
れ
た
最
勝
会
へ
の
布
施
の
一
部
は
「
王
氏
中

宮
」
、
つ
ま
り
宇
多
天
皇
の
母
班
子
女
王
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
ま
た
、
宇
多
天
皇
が
恩
勅

に
よ
り
会
料
補
助
を
行
っ
た
「
俗
別
当
西
三
条
右
大
臣
」
「
右
大
耕
平
朝
臣
季
長
」
は
、

共
に
宇
多
天
皇
の
腹
心
と
も
一
一
一
一
口
え
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
政
権
運
営
上
に
不
可
欠
な
人
物

で
あ
っ
た
。
以
上
の
点
か
ら
鑑
み
る
に
、
宇
多
天
皇
が
最
勝
会
に
関
与
し
て
い
た
可
能
性

は
極
め
て
高
く
、
糠
能
有
が
薬
師
寺
の
静
別
当
を
務
め
て
い
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
保
証
す

る
一
つ
の
証
拠
た
り
得
ょ
う
。

以
上
、
最
勝
会
と
宇
多
天
皇
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
薬
師
寺
へ
の

宇
多
天
皇
の
関
与
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
踏

5 

薬
師
寺
僧
形
八
幡
一
一
一
神
像
の
成
立
事
情
に
つ
い
て

ま
え
る
な
ら
ば
、
宇
多
天
皇
が
鎮
守
八
幡
宮
の
建
立
に
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
も
充
分
考

慮
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
次
項
で
は
再
び
吋
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
を
敢
り
上

げ
、
特
に
「
寛
平
八
年
」
と
い
う
勧
請
年
に
つ
い
て
、
当
時
の
日
羅
関
係
に
着
目
し
な
が

ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

第
四
節

明
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
の
検
討

③
日
羅
関
係
か
ら

円
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
の
と
い
う
記
述
の
検
討
に
移
る
前
に
、
ま
ず
、

前
項
で
は
触
れ
な
か
っ
た
石
清
水
や
東
寺
へ
の
八
幡
神
勧
詰
の
目
的
に
つ
い
て
確
認
し

た
い
。
吋
石
潜
水
八
幡
宮
護
国
寺
路
記
』
に
は
「
吾
移
坐
近
都
。
為
鎮
護
玉
城
也
者
。
即

撰
何
底
。
可
奉
安
置
宝
体
。
願
垂
示
現
給
一
広
々
。
」
と
あ
り
、
八
幡
神
勧
請
の
目
的
が
「
玉

城
鎮
護
」
で
あ
る
と
い
う
。
次
に
、
可
東
宝
記
』
に
つ
い
て
見
る
と
、
「
東
寺
草
創
之
時
、

為
帝
都
鎮
護
存
勧
誘
之
儀
、
王
城
之
降
臨
以
之
為
初
、
持
一
日
時
十
」
と
あ
り
、
高
清
水

と
同
じ
く
、
「
帝
都
鎮
護
」
を
目
的
と
し
た
勧
誇
を
伝
え
る
。
つ
ま
り
、
九
世
紀
の
八
幡

神
の
勧
請
の
う
ち
、
特
に
王
権
の
関
与
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
鎮
護
国
家
を
そ
の

目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
着
取
で
き
る
。

薬
師
寺
へ
の
鎮
守
八
幡
宮
の
勧
請
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
石
清
水
八
播
宮
や
東
寺
と

同
じ
く
王
権
、
具
体
的
に
は
宇
多
天
皇
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
の
見
解
を
提

示
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
勧
請
の
目
的
に
つ
い
て
も
東
寺
や
お
清
水
八
幡
宮
と

同
じ
く
「
鎮
護
国
家
」
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
明
薬
師
寺
濫
鱗
私
考
』
を
は
じ

め
と
す
る
史
料
か
ら
は
、
そ
の
勧
請
の
理
由
を
伺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、

薬
師
寺
の
勧
詩
の
自
的
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
ま
た
異
な
る
視
点
か
ら
の
考
察

が
必
要
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
、
『
薬
師
寺
吉
記
録
抜
粋
』
の
「
寛
平
八
年
」

と
い
う
記
述
を
尊
重
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
前
に
鎮
守
八
播
宮
の
勧
請
の
契
機
と
な

る
よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
た
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
項
で
は
寛
平

年
間
の
記
録
の
中
で
も
、
特
に
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
以
前
の
記
録
を
敢
り
上
げ
、
鎮
守
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『日本紀略J
F日本紀賂J
『日本紀路J
『日本紀路i
f日本紀賂i
f日本最近略』
『日本紀略』

『日本紀賂』

『日本紀略』

f扶桑略記』

『日本紀略』

『日本紀略』

『日本紀路』

『日本紀略i
f臼本紀略』

『日本紀略J
『日本紀略』

『日本紀路』

f薬師寺古記録抜粋J
f薬師寺最勝会表白』『延喜式』
『薬師寺濫鵠私考』

1新羅の賊、肥前出松浦郡に入道

関5.3新羅の賊、肥後国飽田郡で人宅を焼亡し、肥後悶松浦郡にて逃亡

寛平6J4.10大宰府管内の諾神に奉幣

4.14新羅の賊、対馬に入窺

4.16新羅の賊討伐のため、藤原盤経を機長昨iに任命

4.17北陸・山陰・山隣諸盟に箪犠を整え警翻せよとの命

4.19新羅の賊討伐のため、伊勢神宮に泰幣

5.7新羅の賊を取り逃がしたとの報告

9.3伊勢神宮に奉幣

9.5対馬守文展審有友、新経賊を迎え撃ち300人を討ち取る

9.19諾留の警臨を停止

9.29源当時を宇佐使として派遣

10.6新羅の賊、船を退去

寛平7 19.11伊勢神官への泰幣を停止

9.27新羅の紙、壱岐を襲繋、官舎を境く

7.1大和国に紫雲の瑞あり

8.23伊勢神宮に奉幣

8.26石清水八i播宮に奉幣

この年宇多天皇により、薬師寺鎮守八櫨宮が建立

寛平9 I最勝会の講読師への布施および薬師寺俗別当源能有、王手季長への会料補助が

894 

895 

寛平期日羅関係年表

八
幡
宮
の
成
立
年
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

寛
平
八
年
以
前
の
記
録
の
中
で
、
八
幡
神
の
関
与
が
あ
っ
た
事
例
と
し
て
最
も
注
自
す

べ
き
は
、
新
羅
の
賊
の
入
震
で
あ
る
（
表
1
）
。
『
日
本
紀
路
』
や
円
扶
桑
略
記
』
の
記
録

に
よ
れ
ば
、
寛
平
五
年
（
八
九
一
二
）
五
月
十
一
日
に
大
宰
府
に
よ
っ
て
新
羅
の
賊
が
発
見

さ
れ
た
が
、
そ
の
賊
は
肥
後
国
飽
田
郡
に
て
人
宅
を
焼
き
、
記
後
国
松
浦
郡
に
て
逃
亡
し

た
g
。
翌
年
四
月
に
は
対
罵
島
が
襲
撃
さ
れ
た
た
め
、
藤
原
国
経
を
権
帥
に
任
じ
、
さ
ら

に
北
陸
道
・
山
陰
道
・
山
陽
道
の
諸
国
に
下
知
し
て
武
具
と
兵
士
を
描
え
警
自
に
あ
た
ら

せ
た
。
し
か
し
、
五
月
七
日
に
は
、
ま
た
も
や
賊
を
逃
が
し
た
と
の
報
が
入
っ
た
問
。
。

こ
の
よ
う
に
寛
平
五
年
以
降
の
日
羅
関
係
は
非
常
に
緊
張
し
て
い
た
が
、
寛
平
六
年

（
八
九
西
）
九
月
五
自
に
は
、
と
う
と
う
四
十
五
般
に
お
よ
ぶ
新
羅
の
賊
徒
船
が
対
馬
に

侵
攻
を
始
め
た
。
こ
の
侵
攻
に
対
し
、
対
馬
守
文
崖
善
友
は
替
を
構
え
た
数
百
の
輩
勢
で

通
え
撃
っ
た
。
迎
撃
は
成
功
を
収
め
、
計
三
百
名
の
賊
を
討
ち
取
り
、
船
十
一
、
太
刀
五

十
、
梓
千
、
弓
胡
各
百
十
、
盾
三
百
十
二
と
い
う
莫
大
な
兵
器
を
奪
い
、
賊
一
人
を
生
け

捕
っ
た
と
い
う
ほ
。
こ
う
し
て
、
九
月
十
九
日
に
征
討
は
完
了
し
た
が
お
、
翌
寛
平
七
年

（
八
九
五
）
に
賊
が
壱
較
に
侵
入
し
、
官
舎
を
焼
い
た
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら

民
征
討
後
も
断
続
的
な
入
｛
惑
が
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
入
患
に
捺
し
諸
社
で
奉
幣
が
行
わ
れ
た
点
で
あ
る
。
例
え

ば
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
四
月
十
日
に
は
大
宰
府
管
内
諾
社
、
四
月
十
九
日
、
九
月
三
日

に
は
二
度
に
わ
た
っ
て
伊
勢
神
宮
で
奉
幣
が
行
わ
れ
て
い
る
記
。
大
宰
府
管
内
諾
社
に
は

当
然
宇
佐
八
幡
宮
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
奉
幣
が
新
羅
征
討
を
祈
念
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
文
献
上
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
実
際
に
賊
討
伐
後
の
寛
平
七
年
（
八
九

五
）
九
丹
十
一
日
に
は
、
伊
勢
神
宮
へ
の
奉
幣
を
停
止
し
て
い
る
8
。
し
か
し
、
翌
寛
平

八
年
（
八
九
六
）
に
は
、
伊
勢
神
宮
へ
の
再
び
の
奉
幣
の
記
録
が
見
え
、
そ
れ
と
時
期
を

同
じ
く
し
て
石
清
水
八
幡
宮
に
対
し
て
も
奉
幣
が
行
わ
れ
て
い
る
8
0

こ
の
よ
う
な
奉
幣
の
例
は
、
貞
観
年
間
の
記
録
に
も
見
え
る
。
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）

年
五
月
二
十
二
日
に
、
新
羅
の
賊
が
畳
一
一
前
の
寅
調
船
を
襲
撃
し
、
年
貢
の
絹
綿
を
掠
奪
し

表 1



逃
亡
す
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
が
区
、
同
年
十
二
月
に
は
国
家
の
安
泰
を
祈
念
し
て

伊
勢
神
宮
と
石
清
水
八
幡
宮
に
奉
幣
お
よ
び
告
文
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
社
に
捧
げ
ら

れ
た
告
文
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
正
月
の
入
寂
の
こ
と
を
伝
え
る
が
、
そ
の
文
中

に
「
然
我
日
本
朝
波
所
謂
神
明
之
盟
問
。
神
明
之
助
護
利
賜
波
、
何
乃
兵
器
加
一
付
近
来
岐
。

況
掛
毛
畏
岐
阜
大
神
波
、
我
朝
乃
大
祖
止
御
座
天
、
食
闇
乃
天
下
乎
照
賜
比
護
賜
比
助
賜

布
。
然
期
他
闘
具
類
乃
加
侮
致
乱
…
…
事
平
、
何
関
食
天
、
驚
賜
比
拒
御
分
賜
波
須
権
牟
」

と
あ
り
、
日
本
は
神
の
国
で
あ
り
、
そ
の
守
護
に
よ
っ
て
敵
船
は
攻
め
て
く
る
こ
と
は
無

い
と
す
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
究
こ
の
恭
幣
の
対
象
と
し
て
伊
勢
神
宮
と
共

に
石
清
水
八
幡
宮
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
が
、
八
幡
神
の
護
盟
神
、
具
体
的
に
は
三
韓
征
伐

の
伝
説
を
持
つ
神
功
皇
后
に
伴
う
対
新
羅
神
と
し
て
の
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）
に
は
、
鎮
護
国
家
の
た
め
に
仏

名
会
本
尊
を
太
政
官
・
五
畿
七
道
・
大
宰
府
観
世
音
寺
・
宇
佐
八
幡
神
宮
寺
に
置
き
「
御

機
悔
之
会
」
を
行
わ
せ
た
と
あ
る
が
話
、
こ
こ
で
、
聖
武
天
皇
の
鎮
護
国
家
政
策
の
賜
物

で
あ
る
観
世
音
寺
と
宇
佐
八
幡
神
宮
寺
が
並
列
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ

ヤ円ノ。

以
上
の
点
か
ら
鑑
み
る
に
、
寛
平
年
間
の
新
羅
の
賊
の
入
鎚
に
お
い
て
も
、
八
幡
神
の

護
国
神
、
対
新
維
持
と
し
て
の
機
能
が
大
い
に
発
揮
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
『
薬
師
寺
吉
記
録
抜
粋
』
に
あ
る
「
寛
平

八
年
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
こ
の
年
は
既
に
新
羅
の
征
討
が
完
了
し
た

も
の
の
、
断
続
的
に
織
の
入
選
が
続
い
て
お
り
、
依
然
と
し
て
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
に

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
年
に
伊
勢
神
宮
と
石
清
水
八
幡
宮
に
奉
幣
が
行

わ
れ
こ
と
か
ら
も
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
明
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
の
「
寛
平

八
年
」
と
い
う
記
述
を
信
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
薬
師
寺
へ
の
八
幡
神
の
勧
誇
は
新
羅
征

討
と
そ
れ
に
伴
う
鎮
護
国
家
の
機
運
の
高
ま
り
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
前
項
で
指
摘
し
た
王
権
の
関
与
と
い
う
点
か
ら
も
矛
盾
し
な
い
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
明
日
本
紀
略
』
に
よ
れ
ば
、
寛
平
八
年
七
月
に
大
和
国
に
「
紫
雲
之
端
」
が
見

7 

薬
師
寺
僧
形
八
幡
一
一
一
神
像
の
成
立
事
情
に
つ
い
て

ら
れ
た
と
あ
る
が
失
詞
様
の
記
録
は
石
清
水
へ
の
八
幡
神
勧
請
の
際
に
も
見
え
、
天
皇
・

皇
后
・
家
庄
が
男
山
の
峯
か
ら
紫
雲
が
立
ち
上
り
壬
域
及
び
天
下
を
遍
く
覆
っ
た
の
を
夢

に
見
て
八
幡
宮
を
建
立
し
た
と
あ
る
ご
。
こ
の
「
紫
雲
之
瑞
」
と
八
幡
神
と
の
関
採
に
つ

い
て
は
俄
か
に
断
じ
難
い
面
も
あ
る
が
、
「
紫
雲
之
瑞
」
が
現
れ
た
大
和
国
が
、
薬
師
寺

の
あ
る
現
在
の
奈
長
県
奈
良
市
西
ノ
京
を
含
む
地
域
を
指
す
こ
と
に
つ
い
て
は
大
い
に

注
障
す
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
寛
平
八
年
は
栄
紹
が
別
当
の
任
に
あ
っ
た
時
期
と
も
矛

盾
し
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
鑑
み
る
に
薬
師
寺
鎮
守
八
播
宮
の
成
立
年
を
「
寛
平
八
年
」

と

す

る

吋

薬

柑

の

非

常

に

妥

当

性

が

高

い

と

一

吉

う

こ

と

が

で

き
る
だ
ろ
う
。

第
五
節

薬
師
寺
鎮
守
八
幡
宮
の
宗
教
的
機
能
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
、
『
薬
師
寺
吉
記
録
抜
粋
』
の
「
寛
平
八
年
、
宇
多
天
皇
郷
建
立
」
と
い
う

記
述
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
、
そ
の
結
果
、
「
御
建
立
」
に
つ
い
て
は
、
八
幡
宮
の
勧
請

と
社
殿
の
建
立
の
主
体
者
の
違
い
か
ら
、
「
宇
多
天
皇
」
に
つ
い
て
は
薬
師
寺
と
宇
多
天

皇
と
の
関
わ
り
か
ら
、
「
寛
平
八
年
」
に
つ
い
て
は
当
時
の

5
羅
関
係
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
記
述
の
妥
当
性
に
つ
い
て
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
間
に
結
び

つ
き
を
見
出
す
に
は
未
だ
論
誌
が
不
十
分
と
一
吉
守
え
る
た
め
、
本
項
で
は
、
前
項
で
敢
り
上

げ
た
最
勝
会
を
中
心
に
、
八
幡
神
の
宗
教
的
機
能
に
つ
い
て
宇
多
天
皇
の
鵠
与
、
時
代
背

景
に
注
目
し
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
で
、
三
者
の
聞
に
有
機
的
な
結
び
つ
き
を
見
出
し
た
い
。

最
勝
会
が
司
金
光
明
最
勝
王
経
』
を
め
ぐ
る
論
議
を
中
心
と
し
た
法
会
で
あ
る
と
い
う

の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
明
金
光
明
最
勝
王
経
』
は
吉
代
よ
り
尊
重
さ
れ
た
護
国
経

典
の
一
つ
で
あ
る
。
実
際
、
『
金
光
明
日
液
勝
王
経
』
を
講
説
す
る
こ
と
に
よ
り
臨
種
の
利

益
、
が
国
土
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
あ
り
、
そ
の
中
に
は
「
王
の
軍
衆
を
強
化
す
る
こ
と
」
も

舎
ま
れ
て
い
る
党
そ
し
て
、
こ
こ
で
控
目
す
べ
き
は
宏
一
品
光
明
最
勝
王
経
』
が
新
羅
調

伏
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
点
で
あ
る
。
一
代
実
録
』
（
八
六
七
）
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第
四

五
月
二
十
六
日
粂
に
は
、
八
輔
の
四
天
王
像
五
鋪
を
造
り
各
一
舗
を
伯
替
、
出
雲
、
石
見
、

隠
岐
、
長
門
の
五
留
に
下
し
た
と
あ
り
、
そ
れ
ら
の
菌
は
「
西
極
」
に
あ
り
、
堺
が
新
経

と
接
す
る
の
で
、
他
盟
よ
り
警
固
の
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
調
伏
の
方

法
は
、
四
天
王
の
前
に
最
勝
五
経
四
天
王
護
国
品
に
基
づ
き
、
間
壮
一
は
経
巻
を
転
じ
、
夜
は

神
兇
を
調
え
、
春
秋
二
時
ご
と
に
十
七
日
、
清
浄
堅
一
留
に
し
て
、
法
に
よ
り
て
蕪
修
す
る

と
あ
る
お
。
関
様
の
記
録
は
『
日
本
三
代
実
録
』
一
見
慶
二
年
（
八
七
八
）
六
月
二
十
三
詩

条
に
も
見
え
る
が
、
九
世
紀
以
降
、
日
本
海
側
の
諸
国
を
中
心
に
こ
う
し
た
四
天
王
法
が

盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
一
ニ
上
喜
孝
氏
は
こ
う
し
た
背
景
に
つ
い
て

コ
国
境
」
意
識
の
麟
成
と
「
見
え
ざ
る
敵
」
に
対
す
る
恐
怖
心
が
相
侯
っ
て
、
仏
、
法
に

よ
る
外
敵
調
伏
と
国
土
鎮
護
を
め
ざ
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
宮
、
こ
れ
ら
の
ニ
疫
の

四
天
王
法
の
簡
に
新
躍
の
入
窓
や
そ
れ
に
伴
う
伊
勢
神
宮
、
石
清
水
八
幡
宮
へ
の
奉
幣
が

あ
っ
た
こ
と
は
控
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
梅
側
の
例
で
は
あ
る
が
、
九
世

紀
半
ば
以
降
、
新
羅
調
伏
の
手
段
と
し
て
の
四
天
王
法
お
よ
び
そ
の
典
拠
と
な
る
金
光
明

最
勝
王
経
に
対
す
る
需
要
は
高
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
新
羅
の
入
震
の
あ
っ
た
寛
平
六
年

（
八
九
昭
）
以
持
、
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
吋
薬
師
寺
漉
鱗
私
考
』
な
ど
に
見
え
る
、
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
の
布
施
・
会

料
補
助
の
目
的
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
。
最
勝
会
が
貞
観
光
年
（
八
五
九
）

以
降
、
維
麿
会
と
共
に
僧
縞
補
任
を
巡
る
寺
院
関
の
権
力
争
い
の
場
と
な
っ
て
い
っ
た
こ

と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
寛
平
年
間
の
法
会
の
維
持
発
展
の
記
録
は
『
維
摩
会
表
白
』

を
は
じ
め
と
す
る
維
摩
会
関
連
の
記
録
に
は
見
え
ず
、
間
取
勝
会
の
み
を
対
象
と
し
て
行
わ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
最
勝
会
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味

し
て
お
り
、
そ
れ
は
維
摩
会
の
維
持
発
展
が
圏
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
僧
綱
補
任
を
め
ぐ

る
政
治
的
意
閣
と
は
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き

は
、
や
は
り
、
「
金
光
明
最
勝
壬
経
を
講
賛
し
、
国
家
安
穏
と
天
皇
の
無
事
怠
災
を
祈
願

す
る
」
と
い
う
本
来
の
宗
教
的
機
能
で
あ
ろ
う
。

2
T多
天
皇
御
記
』
に
は
寛
平
六
年
（
八

九
西
）
九
月
二
十
三
百
の
新
羅
入
鐙
に
際
し
臨
時
の
奉
幣
を
行
っ
た
と
の
記
録
が
見
え
る

が
同
町
、
こ
の
こ
と
か
ら
新
羅
の
入
農
が
関
家
的
な
大
事
件
で
あ
り
、
宇
多
天
皇
も
そ
れ
を

強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
時
代
背
景
を
鍛
み
る
に
、
寛
平
九

年
の
最
勝
会
へ
の
布
施
・
会
料
檎
助
が
鎮
護
国
家
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
非

常
に
高
い
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
薬
師
寺
へ
の
八
幡
神
の
勧
誇
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
最

勝
会
の
維
持
発
展
を
鎮
護
国
家
の
た
め
の
宗
教
政
策
と
位
霞
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
鎮
守

八
幡
宮
の
造
営
も
そ
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
時
点
で
俗
別
当
を
務
め

て
い
た
源
能
有
が
、
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
十
一
月
十
三
誌
に
四
天
王
寺
の
俗
別
当
に
補

任
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
8
0

こ
の
俗
別
当
の
構
任
は
、
鎮
護
国
家
を
祈
る
寺
院
の
伽
藍

修
造
命
令
を
受
け
て
の
も
の
だ
っ
た
が
ミ
、
四
天
王
寺
、
が
、
聖
徳
太
子
が
戦
勝
祈
願
の
た

め
に
造
営
し
た
司
金
光
明
最
勝
王
経
』
と
不
可
分
の
寺
院
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
源
能
有
が
薬
師
寺
の
格
別
当
に
補
任
さ
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
鎮
護
国
家
に
関
わ
る

寺
社
の
修
造
に
関
す
る
知
識
や
経
験
を
有
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
、
源

能
有
が
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
に
俗
別
当
を
務
め
て
い
た
明
確
な
証
拠
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
八
幡
宮
の
造
営
に
お
い
て
申
心
と
な
っ
た
の
は
、
能
有
や
平
季
長
と
い
っ

た
宇
多
天
皇
の
腹
心
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
事
保
七
年
（
一
七
二
二
）
成
立
の
吋
薬
師
寺
新
黒
革
紙
』
に
は
、
一
一
一
月
条
に
中

古
乱
世
に
講
堂
が
兵
火
で
焼
失
し
て
以
降
、
最
勝
会
が
断
絶
し
た
こ
と
が
見
え
る
が
お
、

四
月
条
に
は
三
ヶ
月
間
八
播
宮
に
お
い
て
円
法
華
経
b

q
大
般
若
経
』
と
共
に
明
金
光
明

最
勝
王
経
』
に
つ
い
て
論
議
や
読
経
を
狩
っ
た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
宅
内
薬
師
寺
新

黒
草
紙
』
は
か
な
り
後
年
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
最
勝
会
の
断
絶
後
も
、
鎮
守
八
幡
宮
に

お
い
て
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
ま
た
、
薬
師
寺

に
は
か
の
有
名
な
国
宝
吉
祥
天
間
像
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
本
調
像
は
明
治
時
代
ま
で
八

幡
宮
に
紀
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
、
吉
祥
天
が
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
串
来
の
尊
格
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
吉
祥
天
画
復
、
が
い
つ
八
幡
宮
に
舵
ら
れ
て
い
た
か
は
定
か



で
は
な
い
が
、
二
ニ
四
一
年
成
立
の
『
薬
師
寺
黒
草
紙
』
に
「
八
橋
宮
吉
祥
行
法
事
」
と

あ
り
、
南
北
朝
時
代
に
は
八
幡
宮
で
の
吉
祥
悔
過
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ

ち
ら
も
『
薬
師
寺
新
黒
草
紙
』
と
同
じ
く
後
年
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
八
幡
宮
建
立
に
遡

る
制
作
で
あ
る
吉
祥
天
画
像
が
、
わ
ざ
わ
ざ
八
幡
宮
に
詑
ら
れ
た
こ
と
は
、
八
幡
宮
、
が
鎮

護
冨
家
の
機
能
を
強
く
存
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
つ
の
証
拠
た
り
得
ょ
う
。

第
六
箭

薬
師
寺
僧
形
八
幡
神
像
の
彫
刻
史
上
の
位
置

こ
れ
ま
で
、
薬
師
寺
鎮
守
八
幡
宮
の
成
立
に
つ
い
て
、
可
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
の
記

述
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
の
妥
当
性
に
つ
い
て
徹
底
的
な
検
証
を
行
っ
た
。
そ

の
結
果
、
薬
師
寺
へ
の
鎮
守
八
幡
宮
の
勧
請
が
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
に
宇
多
天
皇
の
鎮

護
国
家
政
策
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
可
能
性
が
揮
め
て
高
い
こ
と
が
立
証
で
き
た
。
本

項
で
は
こ
れ
ら
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
論
文
の
主
題
で
あ
る
薬
師
寺
僧
形
八
幡
三

神
像
に
つ
い
て
、
他
の
神
像
彫
刻
や
仏
像
彫
刻
と
比
較
し
、
彫
刻
史
上
に
暁
確
に
位
置
づ

け
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

薬
師
寺
僧
形
八
幡
三
神
像
の
他
に
著
名
な
神
像
彫
刻
の
作
例
と
し
て
は
、
真
っ
先
に
東

寺
鎮
守
八
幡
宮
伝
来
の
舘
形
八
幡
三
神
像
が
挙
げ
ら
れ
る
。
東
寺
像
と
薬
師
寺
像
は
共
に

初
期
神
像
彫
刻
を
代
表
す
る
作
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
学
に
よ
り
多
く
の
比
較
検
討
が

行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
全
て
に
お
い
て
、
薬
師
寺
銭
が
一
二
神
形
式
の
左

右
対
称
性
を
崩
す
点
や
、
一
一
一
道
や
結
跡
扶
坐
と
い
っ
た
仏
像
彫
刻
の
表
現
を
示
さ
な
い
点
、

一
尺
程
震
の
小
銭
で
表
さ
れ
る
点
な
ど
か
ら
、
薬
師
寺
銭
が
東
寺
像
よ
り
後
の
制
作
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
ち
。
ま
た
、
東
寺
像
の
制
作
年
代
は
九
世
紀
第
一
一
一
四
半
期
を
降
る
も

の
で
は
無
い
こ
と
が
先
学
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
台
、
薬
師
寺
像
が
そ
れ
以
降
の

作
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
に

仏
教
彫
刻
と
の
比
較
に
移
り
た
い
。

九
世
紀
第
盟
四
半
期
の
仏
教
彫
刻
で
、
制
作
年
代
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
作
例
と
し
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薬
師
寺
僧
形
八
幡
三
神
像
の
成
立
事
情
に
つ
い
て

て
は
、
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
の
作
と
さ
れ
る
仁
和
寺
阿
弥
詑
一
一
一
尊
像
、
寛
平
四
年
（
八

九
二
）
の
慈
尊
院
弥
鞘
如
来
坐
銀
、
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
の
棲
譲
寺
（
現
在
の
清
涼
寺
）

阿
弥
陀
三
尊
像
な
ど
が
、
挙
、
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
薬
師
寺
像
と
の
造
形
的
類
似
を
特
に
強

く
示
す
の
は
仁
和
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
で
あ
る
。

仁
和
寺
の
創
建
に
つ
い
て
は
吋
日
本
紀
略
』
お
や
明
新
臨
史
』
（
百
倍
鳥
余
情
』
十
九
所

引
）
会
が
詳
し
い
。
そ
れ
ら
の
史
料
に
は
、
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
八
月
十
七
日
に
、
新

造
西
山
御
願
寺
に
て
光
孝
天
巣
の
回
周
忌
御
斎
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
、
ま
た
、
司
帝

王
編
年
記
』
に
は
、
こ
の
時
金
堂
が
供
養
さ
れ
た
と
あ
る
え
さ
ら
に
、
寛
平
二
年
（
八

九
O
）
年
十
一
月
二
十
三
日
付
の
太
政
宮
符
の
記
述
か
ら
、
仁
和
寺
が
、
先
帝
の
光
孝
天

皇
の
追
善
の
た
め
に
宇
多
天
皇
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
8
。
こ
の
よ
う
に
、

仁
和
寺
は
所
謂
天
患
の
私
的
御
願
寺
の
典
型
例
で
あ
っ
た
。

現
在
、
仁
和
寺
の
霊
宝
館
に
安
置
さ
れ
る
阿
弥
陀
一
一
一
等
畿
は
、
仁
和
寺
伝
来
の
仏
像
彫

刻
と
し
て
は
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
中
尊
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
は
、
螺
髪
、
偏
組
右
肩
、

定
印
、
結
蜘
扶
坐
の
形
で
あ
り
、
両
脇
侍
像
は
、
通
常
と
は
観
音
菩
薩
・
勢
至
菩
薩
の
位

震
が
逆
で
あ
り
、
且
つ
頭
上
に
化
仏
と
水
瓶
を
表
さ
な
い
と
い
う
特
殊
な
形
式
を
示
す
。

三
像
と
も
檎
材
の
一
木
造
で
あ
り
、
阿
弥
柁
如
来
坐
後
の
胸
か
ら
左
腕
上
縛
に
か
け
て
と
、

観
音
菩
薩
立
像
の
胸
の
よ
部
、
両
手
上
騨
部
内
側
に
乾
漆
に
よ
る
盛
り
上
げ
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
れ
は
両
像
が
、
神
護
寺
五
大
虚
空
蔵
菩
薩
坐
像
、
観
心
寺
如
意
輪
観
音
坐
像
、
安

祥
寺
王
智
如
来
坐
像
と
い
っ
た
、
九
世
紀
の
真
意
系
影
刻
に
特
徴
的
な
乾
漆
併
用
木
彫
換

の
系
譜
を
引
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
乾
漆
の
使
用
面
積
が
少
な
い
こ
と
や
、

監
相
部
な
ど
の
重
要
な
筒
所
に
は
そ
の
使
用
、
が
あ
ま
り
顕
著
で
な
い
こ
と
か
ら
、
技
法
的

に
は
そ
の
衰
退
期
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
穏
や
か
な
表
情
や
柔
軟
な

体
躯
は
、
前
時
代
の
緊
迫
感
の
伴
う
表
現
と
は
隔
絶
し
て
お
り
、
彫
刻
史
上
で
は
、
こ
れ

を
平
安
時
代
後
期
の
和
様
彫
刻
に
繋
が
る
様
式
展
開
の
萌
芽
を
示
す
、
先
駆
的
作
例
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
え

前
述
の
通
り
、
仁
和
寺
阿
弥
陀
一
一
一
尊
畿
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
、

の
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本
尊
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
古
く
か
ら
有
力
で
あ
っ
た
ミ
し
か
し
、
仁
和
寺
の
本
尊
に

つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
吋
本
寺
堂
説
記
』
と
円
本
要
記
』
で
向
じ
叫
古
徳
記
』
の
逸
文

を
引
い
て
い
る
も
の
の
、
「
中
尊
五
尺
、
脇
侍
三
尺
」
「
中
尊
一
丈
六
尺
、
脇
侍
一
丈
」
と

二
つ
の
異
説
を
伝
え
て
お
り
、
こ
の
う
ち
後
者
の
記
述
を
採
用
し
、
仁
和
寺
創
建
当
時
の

本
尊
は
丈
ム
ハ
橡
で
あ
り
、
現
存
阿
弥
陀
三
尊
像
は
こ
れ
よ
り
や
や
降
っ
た
十
世
紀
前
半
の

作
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
存
在
し
て
い
る
念
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
仁
和
寺
の
近
世
史
料

の
精
査
に
よ
り
、
現
存
阿
弥
陀
一
一
一
尊
像
、
が
創
建
当
時
の
本
尊
で
あ
る
蓋
然
性
を
導
き
出
し

た
の
が
紺
野
敏
文
氏
で
あ
る
＆
。

紺
野
氏
辻
、
ま
ず
吋
本
要
記
』
の
草
議
本
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
吋
本
寺
堂
院
略
記
』
を

挙
げ
、
そ
の
筆
者
で
あ
る
顕
証
も
吋
古
誌
記
』
記
載
の
二
種
の
三
尊
の
う
ち
、
丈
六
の
方

の
存
在
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
本
尊
が
応
ん
じ
の
乱
の
大
火
の
際

の
御
堂
移
転
に
伴
い
真
光
説
御
堂
（
御
所
御
堂
）
に
移
さ
れ
た
と
推
定
し
た
。
そ
の
上
で
、

図 l 僧形八幡神坐像（薬師寺）

江
戸
時
代
の
仁
和
寺
後
輿
造
営
の
経
過
を
記
し
た
『
顕
証
日
次
記
』
に
、
新
金
堂
本
尊
を

造
立
す
る
際
に
「
御
所
御
堂
本
尊
」
の
法
量
を
、
棋
っ
て
お
り
、
そ
の
大
き
さ
が
中
尊
ニ
尺

五
寸
（
立
像
五
尺
）
、
脇
侍
が
三
尺
で
あ
り
、
司
古
徳
記
』
の
「
中
尊
五
尺
、
脇
侍
一
一
一
尺
」

の
記
述
と
一
致
す
る
点
、
御
所
を
本
寺
内
に
移
し
た
翌
月
に
「
古
御
所
御
堂
古
仏
阿
弥
柁

三
尊
」
を
本
寺
に
移
し
た
点
な
ど
か
ら
、
こ
の
「
古
御
所
御
堂
古
仏
阿
弥
陀
三
尊
」
こ
そ

が
、
創
建
時
の
本
尊
で
あ
り
、
現
存
の
阿
弥
陀
三
尊
像
に
あ
た
る
正
の
見
解
を
示
し
た
。

こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
浅
井
和
春
氏
や
伊
東
四
朗
氏
に
よ
っ
て
鵠
強
が
な
さ
れ
て
お
り
g
、

仁
和
寺
岡
弥
陀
三
尊
像
が
仁
和
盟
年
（
八
八
八
）
の
作
で
あ
る
こ
と
は
、
現
在
に
お
い
で

ほ
ぼ
認
め
ら
れ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
薬
師
寺
像
の
う
ち
主
神
増
形
八
幡
神
鏡
（
図
1
）
と
仁

和
寺
問
弥
陀
三
尊
像
の
う
ち
中
尊
阿
弥
陀
如
来
坐
像
（
図
2
）
を
比
較
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
面
貌
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
薬
師
寺
像
の
ほ
ぼ
垂
一
寵
に
切
り
上
げ
た
上
験
の

線
や
、
自
尻
の
や
や
吊
り
あ
が
っ
た
限
、
小
鼻
の
張
っ
た
短
い
鼻
、
小
さ
く
整
っ
た
毘
元

開弥陀知来坐像（仁和寺）関2



が
顔
の
中
央
に
集
ま
る
目
鼻
立
ち
の
構
成
、
そ
し
て
丸
々
と
し
た
豊
か
な
頬
が
印
象
的
な

下
膨
れ
の
顔
つ
き
と
い
っ
た
特
徴
は
、
仁
和
寺
像
に
通
ず
る
点
が
非
常
に
多
い
と
言
え
よ

う
。
身
体
表
現
に
つ
い
て
も
、
首
の
鐙
さ
に
対
し
て
広
く
表
さ
れ
た
肩
幅
や
、
十
分
な
体

奥
、
前
方
に
大
き
く
張
り
出
し
た
両
脚
部
が
共
通
し
、
正
面
観
と
側
面
観
の
ど
ち
ら
に
お

い
て
も
共
通
の
造
形
感
覚
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
造
像
技
法
の
面
か
ら

注
目
す
る
と
、
薬
師
寺
像
は
基
本
的
に
は
カ
ヤ
と
思
わ
れ
る
一
木
造
で
あ
る
が
、
仲
津
姫

命
像
の
背
面
腰
紐
の
端
に
乾
漆
に
よ
る
盛
り
上
げ
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
限
定
的
な
乾

漆
の
利
用
は
前
述
の
よ
う
に
、
仁
和
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
の
う
ち
阿
弥
陀
如
来
坐
像
お
よ
び

脇
侍
観
音
菩
薩
立
像
に
も
見
ら
れ
、
こ
れ
は
、
薬
師
寺
三
神
像
が
仁
和
寺
阿
弥
陀
三
尊
像

と
同
じ
く
乾
漆
併
用
木
彫
像
の
系
譜
を
引
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

さ
ら
に
、
薬
師
寺
像
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
女
神
像
の
鮮
や
か
な
文
議
表
現

で
あ
る
。
こ
う
し
た
鮮
や
か
な
文
様
表
現
は
、
金
色
を
以
っ
て
表
さ
れ
た
阿
弥
陀
三
尊
像

に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
三
尊
像
と
一
具
の
作
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
天
像
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
伊
東
史
朗
氏
は
、
阿
弥
陀
三
尊
像
の
周
囲
に

焚
天
・
帝
釈
天
と
四
天
王
の
各
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
吋
本
寺
堂
院
記
』
の
記
述

か
ら
、
現
存
二
夫
像
が
こ
の
四
天
王
の
う
ち
の
二
鉢
と
推
定
し
て
い
る
え
こ
こ
で
、
二

天
像
の
文
様
表
現
に
つ
い
て
見
る
と
、
増
長
天
は
胴
当
て
に
大
振
り
の
藤
草
文
様
を
配
し
、

鰭
袖
、
裳
、
袴
に
国
花
文
を
散
ら
し
て
お
り
、
多
聞
天
は
網
当
て
に
雲
気
丸
文
を
配
し
て

い
る
。
こ
こ
で
薬
師
寺
脇
侍
女
神
像
と
仁
和
寺
二
天
像
の
文
様
を
比
較
す
る
と
、
特
に
仲

津
姫
命
像
の
背
子
に
お
け
る
草
花
文
と
増
長
天
の
裳
に
見
ら
れ
る
由
花
文
に
共
通
性
が

見
ら
れ
る
。
二
像
の
文
擦
に
は
草
花
を
散
ら
す
か
、
大
き
な
花
を
形
る
か
と
い
う
形
状
の

違
い
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
措
法
に
着
目
す
る
と
、
共
に
輪
郭
を
筆
線
で
括
ら
な
い

所
謂
「
没
骨
」
風
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
技
法
的
観
点
か
ら

見
て
も
、
仁
和
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
（
二
天
像
を
含
む
）
と
薬
師
寺
僧
形
八
幡
三
神
像
が
間

じ
造
形
感
覚
を
以
っ
て
造
像
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
比
較
に
よ
っ
て
薬
師
寺
借
形
八
幡
三
神
像
が
仁
和
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
と
表
現
、
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薬
師
寺
借
形
八
幡
一
一
一
神
像
の
成
立
事
情
に
つ
い
て

技
法
の
両
方
に
お
い
て
著
し
い
ま
で
の
類
似
を
示
す
こ
と
を
指
摘
で
き
た
。
よ
っ
て
薬
師

寺
像
が
仁
和
寺
像
の
制
作
さ
れ
た
仁
和
田
年
（
八
八
八
）
を
大
き
く
遡
る
、
も
し
く
は
大

き
く
降
る
制
作
で
あ
る
こ
と
は
考
え
難
く
、
共
に
九
世
紀
第
四
半
期
の
乾
漆
併
用
木
彫
像

の
末
期
に
位
置
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
一
一
一
応
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
薬
師
寺
に
八
幡
神
が

勧
請
さ
れ
た
寛
平
年
間
（
八
八
九

1
八
九
八
）
と
も
一
致
し
て
お
り
、
薬
師
寺
像
が
勧
詰

当
時
の
制
作
で
あ
る
こ
と
は
、
影
刻
史
上
の
位
寵
付
け
か
ら
見
て
も
ほ
ぼ
疑
い
が
無
い
と

一
一
一
一
悶
え
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
何
よ
り
注
目
す
べ
き
が
、
仁
和
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
が
、
先
帝

の
追
善
供
養
の
た
め
に
宇
多
天
巣
が
創
建
し
た
寺
院
の
本
尊
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

宇
多
天
皇
が
薬
師
寺
へ
の
八
幡
宮
勧
請
の
主
体
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
再
三
指

摘
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
彫
刻
史
的
見
地
か
ら
も
薬
師
寺
僧
形
八

幡
神
復
と
宇
多
天
皇
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
薬
師
寺
八
幡
三
神

像
と
仁
和
寺
阿
弥
蛇
三
尊
像
が
耕
作
さ
れ
た
当
時
の
造
仏
機
構
に
つ
い
て
は
未
だ
暁
ら

か
で
な
い
面
も
多
い
が
、
開
後
が
宇
多
天
皇
を
施
主
と
し
て
同
一
の
工
房
に
よ
っ
て
制
作

さ
れ
た
可
能
性
も
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
あ
る
な
ら
ば
、
十
分
想
定
で
き

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
論
文
で
は
、
薬
師
寺
鎮
守
八
幡
宮
の
成
立
に
関
す
る
掻
め
て
少
な
い
史
料
を
関
連
史

料
と
繋
ぎ
あ
わ
せ
、
そ
の
勧
請
年
代
や
麿
史
的
背
景
、
主
体
者
に
つ
い
て
復
元
的
に
考
察

を
進
め
た
。
そ
の
中
で
も
吋
薬
師
寺
古
記
録
抜
粋
』
に
あ
る
「
宇
多
天
皇
。
寛
平
八
年
御

建
立
」
の
記
述
の
正
当
性
を
詳
細
に
検
証
し
、
宇
多
天
皇
一
が
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
に
鎮

護
国
家
の
た
め
の
宗
教
政
策
の
一
環
と
し
て
薬
師
寺
に
八
幡
神
を
勧
請
し
た
可
能
性
が

極
め
て
高
い
こ
と
を
立
証
し
た
。
以
下
に
そ
の
根
拠
を
挙
げ
る
。
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① 

は
文
化
器
年
（
一
八

O
七
）
と
い
う
か
な
り
後
年
の
記
録

で
あ
る
が
、
づ
い
て
記
さ
れ
た
と
い
う
史
料
の
性
質
上
、
そ
の
記
述
は

十
分
に
尊
4

息
さ
れ
て
長
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点

②
薬
師
寺
鎮
守
八
幡
宮
に
先
行
す
る
東
寺
鎮
守
八
幡
宮
や
石
清
水
八
播
宮
の
勧
詰
の
主

体
者
が
僧
倍
で
あ
る
一
方
、
社
殿
の
建
立
は
王
様
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
点

③

最

勝

会

へ

（

八

九

七

）

子
女
王
や
賎
心
の
源
能
有
・

れ
る
点

の
会
料
横
助
の
記
録
か
ら
、
宇
多
天
皇
の
母
班

い
っ
た
人
物
の
薬
師
寺
へ
の
関
与
が
読
み
取

＠ 

円

日

本

紀

路

』

の

（

八

九

一

ニ

i
八
九
五
）
に

か

け

て

、

日

経

関

係

の

悪

化

に

よ

の

高

ま

り

が

あ

り

、

そ

れ

に

伴

い
宇
佐
八
播
宮
や
石
清
水
八
幡
宮
に
奉
幣
が
行
わ
れ
た
点

⑤
最
勝
会
と
八
播
神
が
共
に
鎮
護
儲
家
と
い
う
宗
教
的
機
能
を
備
え
る
点

⑤
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
に
大
和
国
に
お
い
て
「
紫
雲
之
瑞
」
が
見
ら
れ
た
が
、

の
記
述
が
石
濡
水
八
幡
宮
の
社
殿
建
立
の
際
に
も
見
ら
れ
る
点

間
接

以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
薬
師
寺
僧
形
八
幡
一
一
の
作
風
を
検
討
し
た
結
果
、

閉
じ
く
宇
多
天
患
を
主
体
者
と
し
て
造
像
さ
れ
た
仁
和
寺
阿
弥
陀
一
一
一
尊
晶
体
と
著
し
い
ま

で
の
造
形
的
類
似
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
薬
師
寺
僧
形
八

幡
一
一
一
神
像
が
薬
師
寺
鎮
守
八
嬬
官
勧
請
時
の
作
で
あ
る
こ
と
は
、
文
献
上
か
ら
も
造
形
上

か
ら
疑
う
余
地
は
無
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

薬
師
寺
僧
形
八
幡
三
神
像
は
九
世
紀
第
四
四
半
期
に
属
す
る
作
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の

神
像
影
刻
は
仏
像
彫
刻
と
は
異
な
る
独
自
の
表
現
を
歩
み
出
し
て
い
く
。
例
え
ば
十
世
紀

ご
ろ
の
作
と
言
わ
れ
る
八
幡
奈
多
宮
鵠
形
八
幡
三
神
復
は
、
脚
部
や
体
奥
、
衣
文
な
ど
が

省
略
さ
れ
て
お
り
、
も
は
や
仏
縁
影
刻
と
開
一
の
造
形
意
識
は
見
出
し
難
く
な
っ
て
い
る
。

薬
師
寺
僧
形
八
幡
三
神
畿
は
、
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
前
時
代
の
彫
刻
の
正
当

な
る
系
譜
を
引
く
作
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
三
神
形
式
の
左
右
対
称
性
を
崩
す

点
や
、
一
一
一
道
や
結
蹄
鉄
坐
と
い
っ
た
表
現
を
示
さ
な
い
点
は
、
や
は
り
仏
教
彫
刻
と
の
明

確
な
差
別
化
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
次
世
代
へ
と
繋
が
る
新
た
な
指
向
の
萌

芽
を
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

清
水
健
「
八
幡
一
一
一
神
坐
像
（
解
説
）

O
一二）

（
吋
な
ら
仏
像
館

名
品
図
録
』
、
奈
良
関
立
博
物
館
、
二

同
薬
師
寺
僧
形
八
幡
三
神
畿
を
取
り
扱
っ
た
代
表
的
な
先
行
研
究
を
以
下
に
挙
げ
る
。

・
同
夜
己
「
八
幡
神
像
の
繁
栄
」
（
明
神
像
彫
刻
の
研
究
h

所
収
、
角
川
書
店
一
九
六
六
）

・
上
原
正
一
「
僧
形
八
幡
神
坐
像
／
神
功
皇
后
坐
像
／
仲
津
姫
命
坐
像
（
解
説
〉
」
（
吋
奈
良
六
大

寺
大
観
』
第
六
巻
「
薬
部
寺
」
全
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
O
）

・
紺
野
敏
文
「
平
安
彫
刻
の
成
立
（
八
ご
（
吋
仏
教
芸
締
』
二
一
九
、
一
九
九
五
〉
、
の
ち
紺
野
敏

文
「
平
安
彫
刻
の
成
立
（
九
）
」
（
『
仏
教
護
衛
』
一
一
一
一
一
、
一
九
九
五
）
を
統
合
、
「
神
像
の
成

立
と
習
合
像
い
と
改
題
し
『
日
本
彫
刻
史
の
視
産
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二

O
O国
）
に

再
録

・
津
田
徹
英
「
僧
形
八
幡
神
像
の
成
立
と
展
開
t

神
護
寺
八
播
神
像
と
東
寺
僧
形
八
播
一
二
神
像
を

め
ぐ
っ
て
」
（
吋
密
教
関
像
』
一
八
、
密
教
図
像
学
会
、
一
九
九
九
）

・
片
岡
産
樹
「
八
幡
一
一
一
神
像
」
（
大
橋
一
章
、
松
原
智
英
編
著
『
薬
師
寺

千
三
官
年
の
精
華
3



美
術
史
研
究
の
あ
ゆ
み
I

b

所
収
、
思
文
出
版
、
二

0
0
0）

・
長
坂
一
郎
「
八
幡
神
・
女
神
像
の
手
勢
と
坐
法
に
つ
い
て
の
若
干
の
覚
書
l

京
都
府
岩
滝
町
・

板
列
八
幡
神
社
・
女
神
坐
像
を
手
掛
か
り
に
t

」
（
明
東
北
芸
術
工
科
大
学
紀
要
』
十
、
東
北
芸

術
工
科
大
学
、
一
一

O
O三
）
、
の
ち
八
幡
神
・
女
神
橡
の
手
勢
と
坐
法
に
つ
い
て
の
若
干
の
考

察
i

京
都
府
岩
滝
町
・
板
列
八
幡
神
社
・
女
神
坐
像
を
手
が
か
り
に
i

」
と
改
題
し
、
『
神
仏

習
合
像
の
研
究
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
一

O
O由
）
に
帯
録
。

・
伊
東
史
朗
「
御
調
八
幡
宮
の
神
像
に
つ
い
て
」
（
吋
仏
教
芸
術
』
二
六
九
、
二

O
O一ニ）

・
紺
野
敏
文
「
初
期
の
八
幡
宮
祭
記
と
そ
の
造
立
過
稜
御
調
八
幡
宮
の
神
像
を
め
ぐ
っ
て
」

（
吋
国
華
』
一
一
三
（
一

O
）
、
二

O
O八）

「
（
上
略
）
造
立
六
宇
御
殿
、
間
（
貞
観
）
二
年
行
教
和
尚
、
奉
安
霞
三
所
御
駄
於
沼
山
後
、
和

尚
為
仏
教
鎮
守
、
移
奉
崇
大
安
寺
、
次
薬
師
寺
別
当
栄
照
大
法
師
、
間
以
奉
勧
請
寺
家
鴬
、
乍
存

彼
誰
跡
、
何
被
称
本
宮
哉
、
（
下
略
）
」
（
『
石
清
水
八
幡
宮
護
陸
寺
牒
』
）

「
薬
師
寺
。
寛
平
年
中
為
鎮
守
了
。
」
（
吋
榊
葉
集
』
）

「
講
式
云
。
人
皇
十
六
代
欽
明
天
皇
御
学
。
始
顕
豊
前
国
宇
佐
郡
市
為
玉
城
鎮
護
影
向
。
行
教

和
肖
三
衣
之
挟
而
自
宇
佐
官
来
臨
之
時
。
於
此
向
垂
休
息
之
儀
。
時
間
可
知
此
所
者
。
冥
衆
影

向
之
聖
跡
。
市
吏
非
凡
夫
領
知
之
分
。
仇
其
跡
立
塔
婆
奉
崇
敬
。
依
之
当
寺
別
当
栄
紹
大
法
師
。

寛
平
年
中
重
勧
請
大
菩
薩
於
此
開
。
奉
仰
吾
寺
鎮
守
央
。
」
（
吋
薬
師
寺
濫
鱒
私
考
』
）

J
2寸
の
鎮
守
八
幡
大
菩
薩
は
。
人
皇
三
十
代
。
欽
暁
天
皇
一
の
御
宇
に
。
初
て
豊
前
国
宇
佐
郡

に
あ
ら
は
れ
給
ふ
。
貞
観
年
中
に
行
教
和
尚
。
大
安
寺
に
勧
請
あ
り
し
時
。
此
処
に
て
神
輿
を

休
み
奉
り
け
れ
ば
。
そ
の
後
を
点
し
て
社
壊
と
せ
り
。
今
神
殿
の
地
を
休
息
闘
と
い
ふ
。
そ
の

い
は
れ
な
り
。
其
後
。
寛
平
年
中
に
。
別
当
栄
照
律
師
。
雄
徳
山
よ
り
か
さ
ね
て
。
こ
の
岡
に

勧
請
し
て
。
吾
寺
の
鎮
護
と
仰
泰
る
。
」
（
『
大
和
圏
添
下
郡
右
京
薬
師
寺
縁
起
』
）

宮
地
直
一
『
八
幡
宮
の
研
究
』
第
三
篇
第
五
輩
、
理
想
社
、
一
九
五
六

中
野
幡
能
吋
八
幡
信
仰
史
の
研
究
（
増
捕
販
）
下
巻
同
古
川
弘
文
舘
、
一
九
七
五

遼
日
出
典
「
八
橋
神
の
大
安
寺
・
薬
師
寺
へ
の
勧
告
嗣
」
（
『
芸
林
h

四
三
ノ
盟
、
一
九
九
四
）
の

ち
吋
八
幡
宮
寺
成
立
史
の
研
究
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
ニ

0
0
5）
に
再
録
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薬
師
寺
僧
形
八
幡
三
神
像
の
成
立
事
情
に
つ
い
て

H
O
 

横
山
敏
夫
「
薬
師
寺
の
歴
史
と
建
築
」
（
吋
寺
院
建
築
の
研
究
』
上
、
所
収
、
中
央
公
論
美
術

出
版
、
一
九
八
二
）

天
長
七
年
（
八
一
一
一

O
）
九
月
十
四
日
太
政
官
符
（
吋
類
来
一
一
一
代
格
』
）

「
以
寛
平
九
年
勅
下
於
内
蔵
寮
。
施
賜
講
読
師
布
施
料
生
絹
十
八
疋
、
綿
十
七
屯
、
調
布
三
十

端
。
彼
持
俗
別
当
西
三
条
右
大
臣
井
布
大
辞
平
朝
臣
季
長
。
戦
会
料
乏
状
殊
経
奏
関
即
下
思
勅
被

施
入
近
江
大
和
両
国
各
米
六
十
餅
。
」
（
『
薬
師
寺
濫
鰭
私
考
』
）

「
凡
薬
師
寺
最
勝
会
講
師
布
施
料
。
絹
十
二
疋
。
綿
五
十
車
。
調
布
廿
端
。
韓
擢
一
合
。
加

台
。
寮
鋒
年
送
彼
寺
。
」
（
『
延
喜
式
』
巻
十
五
内
蔵
寮
）

「
凡
薬
師
寺
最
勝
会
読
師
布
擁
料
。
絹
六
疋
。
綿
サ
五
屯
。
調
布
十
端
。
韓
権
一
合
。
加
台
。

毎
年
送
彼
寺
。
但
有
王
氏
中
宮
者
。
披
職
送
之
。
」
（
吋
延
幕
式
』
巻
関
十
一
一
一
春
宮
坊
）
、
「
凡
薬

師
寺
最
勝
会
読
師
布
施
。
職
送
彼
寺
。
事
見
春
宮
式
。
」
（
吋
延
喜
式
b

巻
十
一
一
一
中
宮
式
）

「
凡
興
福
寺
国
怠
井
維
藤
会
者
。
藤
原
氏
行
事
大
夫
点
定
氏
中
無
障
之
輩
。
邸
付
＠
外
記
。
外

記
申
大
臣
令
参
。
事
畢
之
後
。
録
見
参
歴
名
奏
開
。
若
有
不
参
者
。
下
式
兵
一
一
省
。
五
位
己
上
不

預
節
会
。
六
位
以
下
官
人
奪
季
禄
。
五
氏
参
薬
部
寺
最
勝
会
亦
向
。
（
『
延
喜
式
』
巻
十
一
太
政

官
）
、
「
凡
薬
師
寺
最
勝
会
読
師
布
施
。
職
送
彼
寺
。
事
見
春
宮
式
。
」
（
吋
延
喜
式
』
巻
十
一
ニ
中

宮
式
）

.... .... ドーa
N> 

同。ε.... 
品

トーa

"' 

下
向
井
龍
彦
氏
は
、
源
光
が
俗
別
当
の
地
位
に
あ
っ
た
元
慶
八
年
（
八
八
七
）
以
降
、
薬
師
寺

に
お
け
る
行
事
・
政
務
の
執
行
が
源
氏
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
、
が
（
品
水

在
記
』
に
み
る
源
俊
一
民
と
薬
師
寺
ヘ
ガ
伎
期
摂
関
時
代
史
の
研
究
』
所
収
、
古
川
弘
文
舘
、
一
九

九
O
）
、
岡
野
浩
二
氏
は
天
禄
四
年
（
九
七
一
一
一
）
の
造
講
堂
一
長
官
に
高
指
成
忠
が
補
任
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
掠
氏
の
捜
越
の
独
占
は
そ
れ
以
蜂
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
「
俗
別
当
の
造
寺
・

寺
領
監
督
と
撞
越
の
動
向
」
、
国
史
学
一
八
五
、
一
一

O
O五）

コ
難
波
謙
一
「
部
会
ニ
ュ
ー
ス
古
代
史
・
中
世
史
合
同
部
会
薬
師
寺
最
勝
会
と
宇
多
天
皇

ー
政
治
史
的
考
察
を
中
心
に
1

」
（
吋
日
本
史
研
究
h

自
七
八
、
二

O
O
二）

広
森
問
悌
氏
は
宇
多
天
皐
退
位
の
理
由
と
し
て
、
能
有
の
苑
に
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
を
挙
げ
て
い

る
。
ま
た
、
「
同
じ
源
氏
出
身
と
い
う
点
で
、
宇
多
は
能
有
に
特
別
な
親
密
感
を
抱
い
て
い
た
こ

ド4

"' 
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人
文
科
学
研
究

第
四
二
号

炉。a

'"" 
と
も
考
え
ら
れ
る
J
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
「
摂
関
政
治
成
立
期
の
考
察
」
、
『
平
安
時
代
政
治
史

研
究
』
所
収
、
古
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
）

？
ロ
本
紀
略
』
寛
平
五
年
（
八
九
一
二
）
五
月
二
十
二
詰
条
、
同
年
闘
志
月
一
一
一
日
条

『
日
本
紀
路
』
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
四
月
十
日
、
間
月
十
六
日
条
、
四
月
十
七
日
条

五
月
七
日
条

"" 0 

吋
扶
桑
略
記
』
寛
平
六
年
（
八
九
回
）
九
月
五
日
条

『
日
本
紀
略
』
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
九
月
十
九
日
条

『
詰
本
紀
賂
h

寛
平
七
年
（
八
九
五
）
九
月
一
一
七
日
条

『
日
本
紀
略
』
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
四
月
十
日
条
、
関
月
十
九
日
条

『
日
本
紀
略
』
寛
平
七
年
（
八
九
五
）
九
月
十
一
日
条

『
日
本
組
略
』
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
八
月
二
十
三
日
条
、
八
月
二
十
六
日
条

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
六
月
十
七

5
条

明
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
十
一
一
月
二
十
九
日
条

回
出
貞
観
十
三
年
（
八
六
九
）
十
一
月
二
十
三
日
太
政
官
符
（
吋
類
緊
三
代
格
b

g

『
日
本
紀
路
』
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
七
月
一
時
条

臼
H

「
但
未
経
奏
間
以
前
。
天
皇
勅
裳
一
声
所
一
不
現
之
夢
。
其
想
自
男
山
之
峯
立
登
紫
雲
。
覆
於
王
城
。

及
遍
天
下
山
由
者
。
」
（
『
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
略
記
』
）

臼
N

『
金
光
明
最
勝
王
経
』
巻
第
二

ぉ
叫
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
正
月
二
十
六
日
条

宏
一
一
一
上
嘉
晶
子
「
古
代
の
辺
饗
盟
と
四
天
王
法
」
（
吋
山
形
大
学
控
史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
』
五
、

ニ
O
O酉
）
お
よ
び
コ
古
代
の
辺
要
国
と
四
天
王
法
」
に
つ
い
て
の
補
論
」
（
吋
山
形
大
学
歴
史
・

地
理
・
人
類
学
論
集
』
六
、
一
一

O
O五）

『
宇
多
天
皇
御
記
』
箆
平
六
年
（
八
九
閉
）
年
九
月
一
一
十
三
日
条

一
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
十
一
月
十
三
宮
僧
網
牒
案
（
吋
平
安
遺
文
』
四
五
七
五
）

『
日
本
三
代
実
録
』
光
慶
八
年
（
八
八
四
）
五
月
二
十
九
日
条

明
薬
師
寺
新
黒
草
紙
知
コ
一
月
条
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『
薬
師
寺
新
黒
草
紙
』
明
月
条

註
2
関
氏
論
文
、
伊
東
氏
論
文
な
ど

註
2
津
田
氏
論
文
、
高
檎
早
紀
子
「
東
寺
八
幡
一
二
神
像
に
関
す
る
彫
刻
史
的
考
察
」
（
第
六
十

六
回
美
術
史
学
会
全
国
大
会
口
頭
発
表
、
二

O
二一一）

ぉ
『
日
本
紀
略
』
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
八
月
条

8

『
花
鳥
余
情
』
十
九
、
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
条

主
『
帝
王
編
年
記
』
巻
十
回
、
仁
和
由
年
（
八
八
八
）
条

品
問
寛
平
二
年
（
八
九

O
）
十
一
月
二
十
三
日
太
政
官
符
（
『
類
緊
一
一
一
代
格
』
）

品
目
浅
井
和
春
氏
は
「
「
国
風
」
彫
刻
史
序
説
B

仁
和
寺
河
弥
陀
一
一
一
尊
像
と
そ
の
周
辺
い
（
司
日
本
古

寺
美
術
全
集
』
、
集
英
社
、
一
九
八
一
一
）
に
お
い
て
、
仁
和
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
に
見
ら
れ
る
穏
や

か
な
表
情
を
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
現
れ
る
造
形
的
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て

捉
え
、
そ
れ
を
「
国
風
」
と
規
定
し
た
。
伊
東
史
朗
氏
は
浅
井
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「
仁

和
寺
阿
弥
陀
如
来
三
尊
像
の
諸
問
題
と
同
寺
二
天
像
」
（
吋
宮
口
ω出
口
冨
』
臨
五
五
、
一
九
八
九
）

に
お
い
て
、
こ
う
し
た
造
形
が
晩
麿
期
の
仏
像
を
参
考
に
し
た
上
で
、
日
本
的
な
穏
や
か
さ
を
一
不

し
始
め
る
、
和
漢
融
合
と
も
捉
え
ら
れ
る
特
徴
を
示
す
と
し
て
い
る
。

一
一
、
一
九
三
人
）
、
久
野
健
「
仁

。。
巳D

品
0 

品
いd恥

品

‘J 

明
珍
恒
男
「
’
仁
和
寺
阿
弥
陀
一
一
一
尊
像
に
就
き
て
」
（
吋
宝
雲
』

和
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
」
（
『
美
術
史
』
一

O
、
九
五
三
）

怠

佐
藤
昭
夫
「
仁
和
寺
阿
弥
柁
三
尊
像
の
造
立
年
代
」
（
『
沼
口
∞
出
口
累
』
二
酉
七
、
九
七
一
）

紺
野
敏
文
「
仁
和
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
の
造
立
年
代
の
検
討
」
（
『
仏
教
芸
術
』
一
一
一
一
一
、

七
九
、
の
ち
『
日
本
彫
刻
史
の
視
鹿
』
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一

O
O四
に
再
録
）

註
M
W

浅
井
氏
論
文
、
伊
東
氏
論
文
参
照

註
判
伊
東
氏
論
文
参
照

品
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〔
図
版
の
出
典
〕

『
奈
良
六
大
寺
大
観
補
訂
版

『
朝
日
百
科
目
本
の
国
宝
6

第
六
巻
薬
師
寺
全
』
（
岩
波
書
店
、

近
畿
4

〔
京
都
〕
』
（
朝
日
新
聞
社
、

国
1 

一O
O
O）

九
九
九

図
2 




